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(57)【要約】
【課題】本発明は、色収差が低減されたランプレンズお
よびそれを用いた車両用ランプを提供する。
【解決手段】ランプレンズの表面に所定物質が薄膜でコ
ーティングあるいは蒸着され、前記薄膜は前記ランプレ
ンズの中央を基準にランプレンズの上下にランプレンズ
の直径対比３０％以内に形成され、特定波長領域帯の光
の反射率を増大させて色収差を効果的に低減することが
できる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランプレンズの表面に所定物質が薄膜でコーティングあるいは蒸着され、
　前記薄膜は前記ランプレンズの中央を基準にランプレンズの上下にランプレンズの直径
対比３０％以内に形成されることを特徴とする色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項２】
　前記薄膜は、前記ランプレンズの片面あるいは両面にコーティングされることを特徴と
する、請求項１に記載の色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項３】
　前記薄膜によって所定波長領域帯の反射率が増大することを特徴とする、請求項１に記
載の色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項４】
　前記薄膜はブルースペクトルの反射率を増加させ、イエロースペクトルの透過率を増大
させることを特徴とする、請求項３に記載の色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項５】
　前記薄膜は１００ｎｍ以下の厚さでコーティングされることを特徴とする、請求項１に
記載の色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項６】
　前記薄膜は単層あるいは多層でコーティングされることを特徴とする、請求項１に記載
の色収差が低減されたランプレンズ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のランプレンズ、および
　ＬＥＤ光源
　を含む車両用ランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色収差が低減されたランプレンズに関し、より詳しくは、レンズの表面に色
収差を減らすために所定物質で薄膜がコーティングされたランプレンズおよびそれを用い
た車両用ランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プロジェクター型前照灯やダイレクトプロジェクション型前照灯のように、投影
レンズを通して前方に照射される光によって明暗境界線（ＣＵＴ　ＯＦＦ　ＬＩＮＥ）を
含む所定の配光パターンを形成するように構成された車両用前照灯においては、投影レン
ズの色収差によって明暗境界線付近に色滲みが発生すると知られている。
【０００３】
　すなわち、図１に示すように、光源１０から照射された光がレンズ２０の上端部および
下端部を通過する時に光の成分光は各々その波長が異なって屈折率が異なるようになると
ころ、長波長成分のレッド光（ＲＥＤ）は屈折率が小さく、短波長成分のブルー光（ＢＬ
ＵＥ）は屈折率が大きく、中波長成分のグリーン光（ＧＲＥＥＮ）はレッド光とブルー光
との間の屈折率を有することになり、各光の成分光に応じた屈折率の差によってレンズの
上端部と下端部を通過した光は色滲みを誘発する。
【０００４】
　特に図２に示すように、最近多く適用されている合成樹脂（プラスチック）の投影レン
ズの場合、光学ガラス材質の投影レンズに比べて光の屈折および分散が大きいため、色収
差に起因する色滲みが著しく現れる。
【０００５】
　また、最近、車両用ランプの光源として多く適用されているＬＥＤの場合はブルースペ
クトルとイエロースペクトルに大きく分けられ、このような光波長特性を有したＬＥＤ光
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がレンズを通過する場合に色収差の発生可能性を高めている。
　前記のような色滲みは夜間に向かい側の車両の運転者に眩しさを誘発して危険な状況を
招くことになる。
【０００６】
　したがって、レンズの色収差を低減するために様々な技術が開発されているところ、例
えば、公開特許２０１４－００５２６４５号(特許文献１）にはレンズ本体の内部に互い
に隣り合うように配置された凸レンズと凹レンズに分離および非球面設計で色収差と球面
収差を補正する第１分離空間が形成された構造の色収差が補正された車両用ヘッドライト
が開示されている。
【０００７】
　また、公開特許２００７－０００４０８８号（特許文献２）の色収差を補正した投射型
ランプ前照灯は、可視光を投射する光源、通常に前方の経路における光を配向させる前記
光源付近の反射器、光を焦点に集まるビームパターンに反転して操縦するように前記前方
経路に配置された光学レンズおよび近寄ってくる車両に対して防御するように前記焦点に
集まったビームパターンに上部シェード領域を形成するために反射器およびレンズ間の前
方経路の部分に配置され、前記焦点に集まったビームパターンに光－シェード境界を形成
する上部エッジを有した不透明マスクであって、前記マスクは前記上部エッジの下方に投
射された光のうち制限された量を通過させるように上部エッジ付近に転移領域を含めて投
射された光の跡が焦点に集まったビームパターンの光－シェード境界上に導入されること
によって前記光－シェード境界が視野内そして視野外に交差する時に近寄ってくる車両が
光強度の急激な変化に直面しないようにする不透明マスクを含む構造が開示されている。
【０００８】
　また、レンズの表面にマイクロ光学技術を適用して色収差の発生を緩和する技術も提案
されている。
【０００９】
　しかし、前記のような従来の車両のランプ用の色収差低減技術において、構造がより簡
単で、色収差を効果的に低減して夜間運転の便宜性を提供し、交通事故の危険を減らせる
方案が必要となった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】韓国公開特許第２０１４-００５２６４５号公報
【特許文献２】韓国公開特許第２００７-０００４０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は前記のようなことを考慮して導き出されたものであり、レンズの表面に所定材
質の薄膜をコーティングして光がレンズを透過した後に光の各成分光の各波長に応じた反
射率が異なるようにして色収差を効果的に低減した、色収差が低減されたランプレンズお
よびそれを用いた車両用ランプを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施形態による色収差が低減されたランプレンズは、ランプレンズの表面に所
定物質が薄膜でコーティングあるいは蒸着され、前記薄膜は前記ランプレンズの中央を基
準にランプレンズの上下にランプレンズの直径対比３０％以内に形成されることを特徴と
する。
【００１３】
　前記薄膜は、前記ランプレンズの片面あるいは両面にコーティングされてもよい。
【００１４】
　前記薄膜によって所定波長領域帯の反射率が増大してもよい。
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【００１５】
　前記薄膜はブルースペクトルの反射率を増加させ、イエロースペクトルの透過率を増大
させてもよい。
【００１６】
　前記薄膜は１００ｎｍ以下の厚さでコーティングされてもよい。
【００１７】
　前記薄膜は単層あるいは多層でコーティングされてもよい。
【００１８】
　本発明の他の実施形態による車両用ランプは、前記ランプレンズ、およびＬＥＤ光源を
含んでもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の実施形態による色収差が低減されたランプレンズによれば、ランプレンズの中
央部位において片面あるいは両面に所定化合物の薄膜が単層あるいは多層でコーティング
されて色収差を効果的に低減することができる。
【００２０】
　すなわち、光源から照射されて前記薄膜を透過する光の特定領域帯の成分光の反射率を
前記薄膜を通じて適切に調節して色収差を低減することができ、車両用ランプに適用する
場合に向かい側の車両の運転者に眩しさを減らして夜間運転の便宜性を提供できるだけで
なく、交通事故の危険を減らすことができる。
【００２１】
　発明の効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していないまた他の効果は請求範
囲の記載から当業者に明らかに理解できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来技術によるランプレンズを透過する光の色収差を説明するための図である。
【図２】従来技術によるランプレンズが合成樹脂および光学ガラスから製作された場合の
ランプレンズを透過する光の波長に対する屈折率の対比比較グラフである。
【図３】一般的な基板に薄膜がコーティングされた場合の屈折率を説明するための図であ
る。
【図４】様々な屈折率を有した基板（ランプレンズ）に屈折率１．３８を有した物質をコ
ーティングした場合の波長に応じた反射率を説明するグラフである。
【図５】光学ガラス（ＢＫ７）の基板（ランプレンズ）にフッ化マグネシウム（ＭＧＦ２

）がコーティングされた場合の光の波長に対する屈折率のグラフである。
【図６】光学ガラス（ＢＫ７）の基板（ランプレンズ）に所定化合物の薄膜が３層でコー
ティングされた場合の光の波長に対する屈折率のグラフである。
【図７】光学ガラス（ＢＫ７）の基板（ランプレンズ）に所定化合物の薄膜が４層でコー
ティングされた場合の光の波長に対する屈折率のグラフである。
【図８】所定化合物の薄膜に対する屈折率と光の透過範囲の説明図である。
【図９】本発明の実施形態によるランプレンズの薄膜コーティング範囲を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。先ず、各図面
の構成要素に参照符号を付する際に同一の構成要素に対しては、たとえ他の図面上に表示
される時にも可能な限り同一の符号を付するようにしていることに留意しなければならな
い。また、本発明を説明するにおいて、関連の公知構成または機能に関する具体的な説明
が本発明の要旨を不要に濁す恐れがあると判断される場合にはその詳細な説明は省略する
。また、以下では本発明の好ましい実施形態を説明するが、本発明の技術的思想はそれに
限定または制限されず、当業者によって変形されて多様に実施できることは勿論である。
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【００２４】
　本発明の実施形態による色収差が低減されたランプレンズは、ランプレンズの表面に特
定物質を薄膜でコーティングしてランプレンズを通して光が透過する時に光の各成分光の
反射率を適切に調節して色収差を低減することを特徴とする。
【００２５】
　特に波長の短いブルー波長領域帯の反射率を高めて色収差を低減することを特徴とする
。
　すなわち、車両用ランプにおいて不要な波長領域のブルー光の反射を増加させ、必要な
波長領域のイエロー光の透過を増加させて色収差を低減することを特徴とする。
【００２６】
　図３を参照すれば、一般的に基板に所定物質を薄膜コーティングした場合に屈折率（Ｒ
）は次の式１により決定される。
【００２７】
　Ｒ＝（Ｎｓ－Ｎｃ２）２／（Ｎｓ＋Ｎｃ２）２　　　　　　式（１）
【００２８】
　ここで、Ｎｃはコーティング膜の屈折率であり、Ｎｓは基板の屈折率である。
【００２９】
　ランプレンズに所定物質を薄膜コーティングした場合にランプレンズを透過する光の各
成分光の反射率を調整するためにコーティング膜の厚さを次の式２により決定する。
【００３０】
　ＮｃＴ＝δ／４　　　　　　　　　　　式（２）
【００３１】
　ここで、Ｎｃはコーティング膜の屈折率であり、Ｔはコーティング膜の厚さであり、δ
は反射を最小にする光の波長である。
【００３２】
　一方、コーティング膜の屈折率とコーティング膜を透過する光の反射率の相関関係は、
コーティング膜の屈折率が基板（レンズ）の屈折率より小さい場合は式（２）のコーティ
ング膜の厚さ（Ｔ）を満たす光の波長において反射は最小となり、コーティング膜の屈折
率が基板（レンズ）の屈折率より大きい場合は式（２）のコーティング膜の厚さ（Ｔ）を
満たす光の波長において反射は最大となる。
【００３３】
　前記原理を利用してレンズを透過する光の特定波長領域帯の反射率を容易に調節するこ
とができる。
　例えば、４５０ｎｍ波長領域帯の光の反射率を最大にし、５５０ｎｍ波長領域帯の光の
反射率を最小に調節することができる。
【００３４】
　図４には様々な基板（ランプレンズ）に屈折率１．３８を有した物質をコーティングし
た場合、様々な基板の屈折率（ｎ）に対する反射率（Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）の相関関係
が示されているところ、基板の屈折率（ｎ）が小さいほど光の各波長（Ｗａｖｅｌｅｎｇ
ｔｈ）領域帯において反射率の差は低いが、基板の屈折率（ｎ）が増加するほど光の各波
長領域帯において反射率の差は増加し、特に５５０ｎｍの波長領域帯において反射率が最
小となる。
【００３５】
　図５には光学ガラス（ＢＫ７、ｎ＝１．４７）でランプレンズを製作し、その表面にフ
ッ化マグネシウム（ＭＧＦ２、屈折率ｎ＝１．３８）薄膜を蒸着（コーティング）した場
合に光の波長（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ）に対する反射率の相関関係が示されているところ
、５５０ｎｍの波長領域帯の光の反射率が最小となることが分かる。
【００３６】
　図６には光学ガラス材質（ＢＫ７）のランプレンズに３層薄膜（酸化珪素（ＳｉＯ）と
フッ化マグネシウム（ＭＧＦ２））を蒸着した場合に光の波長（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ）



(6) JP 2016-72228 A 2016.5.9

10

20

30

に対する反射率の相関関係が示されているところ、単層の薄膜コーティングに比べて反射
率が大きく減少することが分かる。
【００３７】
　図７にはランプレンズに薄膜を多層（（ａ）は４層、（ｂ）は５層））でコーティング
した場合の光の波長（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ）に対する反射率の相関関係が示されている
ところ、屈折率が大きい物質と小さい物質を交互にコーティングして所望の波長領域帯の
反射率を容易に調節することができる。
【００３８】
　図８は薄膜コーティング化合物の屈折率と使用可能な透過範囲を示す。屈折率を考慮し
て適宜なコーティング化合物を選定することができる。
【００３９】
　図９を参照すれば、ランプレンズ１００のセンターライン（Ｌ）を基準に上下に直径対
比３０％（ランプレンズの中央部分）にかけて単層あるいは多層の薄膜をコーティングす
ることができ、ランプレンズの片面あるいは両面をコーティングすることができる。
【００４０】
　前記薄膜は適宜な厚さ、例えば、１００ｎｍ以下の厚さでコーティングすることができ
る。
【００４１】
　以上の説明は本発明の技術思想を例示的に説明したものに過ぎず、本発明が属する技術
分野で通常の知識を有した者であれば、本発明の本質的な特性を逸脱しない範囲内で様々
な修正、変更および置換をすることができる。
【００４２】
　したがって、本発明に開示された実施形態および添付された図面は本発明の技術思想を
限定するためのものでなく説明するためのものであり、このような実施形態および添付さ
れた図面によって本発明の技術思想の範囲が限定されるものではない。本発明の保護範囲
は下記の請求範囲によって解釈しなければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術
思想は本発明の権利範囲に含まれると解釈しなければならない。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　・・・光源
　２０　・・・ランプレンズ
　１００　・・・ランプレンズ
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